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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第61期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第60期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 8,730 40,697

経常利益（百万円） 499 2,827

四半期（当期）純利益（百万円） 423 1,119

純資産額（百万円） 42,592 42,847

総資産額（百万円） 55,693 55,248

１株当たり純資産額（円） 1,214.13 1,221.91

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
12.10 31.98

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
12.09 31.95

自己資本比率（％） 76.3 77.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
997 5,074

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△827 △3,165

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△545 △1,009

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
4,519 4,856

従業員数（人） 1,027 992

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 1,027  

　（注）　従業員数は就業人員であり、嘱託・パートタイマーを含んでおりません。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 723  

　（注）　従業員数は就業人員であり、嘱託・パートタイマーを含んでおりません。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、そ

の容量、構造、形式等は必ずしも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品もあり、事業部門ごとに生産規模及

び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。

このため生産、受注及び販売の状況については、「３．財政状態及び経営成績の分析」における各事業部門の業績

に関連付けて示しております。

なお、当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金額（千円） 割合（％）

住友商事ケミカル株式会社 2,382,147 27.3

　（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとした原材料価格の高騰や金融不安に端を発し

た米国経済減速の影響等により企業収益が下降局面へ転じ、個人消費や設備投資において力強さを欠くなど、景気

の先行きに対する不透明感が強まってまいりました。

このような状況のもと当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、経営資源をフレキシブルプリ

ント配線板用材料を中心とする電子材料分野に集中し、売上の増大を図るとともにコスト削減に努めてまいりまし

た。

当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高87億30百万円、営業利益３億２百万円、経常利益４億99

百万円、四半期純利益４億23百万円となりました。

事業部門の業績は次のとおりであります。

工業用素材等製造販売事業における電子材料分野では、主力のフレキシブルプリント配線板材料（受注高53億33

百万、生産高43億６百万円、提出会社単体ベース）を中心に、売上高は53億75百万円となりました。

このほかディスプレイ材料分野では、売上高は８億45百万円となり、電気絶縁材料分野では、売上高は８億60百万

円となり、産業用構造材料分野では、売上高は11億27百万円となり、関連商品については、売上高は４億92百万円と

なりました。

また、その他の事業では、売上高は27百万円となりました。

所在地別セグメントについては、当社グループの事業は本国のみであり該当事項はありません。

なお、この項に記載の売上高、受注高等の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、45億19百万円となりまし

た。　

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

営業活動によるキャッシュ・フローは９億97百万円の資金収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期

純利益５億66百万円、減価償却費５億58百万円の計上と売上債権の減少10億27百万円による増加と仕入債務の減少

14億37百万円による減少であります。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

投資活動によるキャッシュ・フローは８億27百万円の資金使用となりました。これは主に、有形固定資産の取得

による支出７億64百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

財務活動によるキャッシュ・フローは５億45百万円の資金使用となりました。これは主に、配当金の支払による

支出５億３百万円であります。　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。　

①　基本方針の内容と当社財産の有効な活用及び適切な企業集団の形成ならびにその他の基本方針の実現に資す

る取組み　

当社は明治42年の創業以来、一貫してユーザーニーズにお応えしながら技術革新と製品開発に取り組み、当

社独自の「織る、塗る、形づくる」技術を構築し、良好な労使関係のもと、企業価値の向上に努めてまいりまし

た。当社取締役会はこの歴史と蓄積された技術を育み続けるとともに、これらの企業価値を理解し、長期的に育

成し、向上させる義務があると考えております。　

これに基づき、当社グループは「創造・革新・挑戦」を基本とした経営方針により、安全と品質の向上を第

一に掲げ、新たな事業基盤と新市場を創出し、利益体質の強化を推進することを目指しております。　

②　不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み　

近年の株式市場においては対象となる会社の株主あるいは経営陣に対して充分な説明や協議の手続きを経

ることなく大量の株式の買付を強行する等の買収手法も見受けられ、ややもすると企業価値の喪失、株式売却

の強要等、株主利益の侵害とも取れるものも少なくありません。

このためには買付者に対して遵守すべきルール・手続きを提示することにより、必要かつ充分な情報の開示

と、買付提案の検証及びその検討のための期間を確保する必要があると判断し、当社株式の大量取得行為に関

する対応策（以下「本ルール」といいます。）を策定し、平成19年6月28日開催の第59回定時株主総会でご承認

いただいております。

本ルールに基づいて、株主意思確認の株主総会等において対抗策の発動が承認された場合、買付を行う者ま

たはその提案者（以下総称して「買付者」といいます。）が本ルールを遵守しない場合及び当社株式の大量取

得行為その他これに類似する行為またはその提案（以下総称して「買付」といいます。）が当社の企業価値を

毀損することが明らかな場合は、本ルールに従って対抗策が発動されることになります。　

（本ルールの詳細につきましては、インターネット上の当社ウエブサイト(http://www.arisawa.co.jp/)をご参照

ください。）

③　上記の取組みが、基本方針に従い、当社の企業価値及び株主の共同の利益を損なうものでなく、かつ、役員の地

位の維持を目的とするものではないことについて　

当社取締役会は、株式を上場し投資家の皆様に当社株式の自由な売買を行っていただくなかで、当社取締役

会の意に反して行われる大規模買付行為、あるいは当社の支配権の移転を伴う買付提案におきましても、企業

価値の向上により株主の皆様全体の利益となるものについては、当社取締役会としてこれを否定すべきでな

く、最終的には当社の株主全体の判断に基づき行われるべきものと考えております。　

このような買付が行われた場合は、株主の皆様が適切な判断を下されるために、買付者から詳細な情報の提

供を受け株主の皆様に充分な情報の開示を行うとともに、当社取締役会としての意見表明を行い、株主の皆様

にどちらの主張が当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に結びつくかを、株主総会等で直接意思表

示していただくことが最善の方策と考えており、本ルールでは次のように定めております。
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イ　株主の皆様の直接決議による判断

本ルールは、買付者が本ルールを遵守しない場合等を除き、買付者による買付提案の受け入れの可否に

ついて、株主の皆様に直接判断いただくものであります。この株主意思の確認手続きにあたって、取締役が

自らの保身のための個別勧誘等を行うことはほぼ不可能であり、取締役の恣意的な意向が入り込む余地は

ありません。　

ロ　取締役会判断による対抗策発動の制限

当社取締役会が株主意思の確認を行わずに対抗策を発動できるのは、本ルール違反や企業価値・株主共同

の利益が毀損されることが明らかな場合に限定しておりますとともに、有効期間を約２年とするいわゆるサ

ンセット条項を付しております。

したがいまして、当社取締役会は、この「会社の支配に関する基本方針」が当社の企業価値、株主共同の利益を

確保するための取組みであり、株主の皆様の利益を損なうものではないと考えます。　

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は６億17百万円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設について、完了したものは

次のとおりであります。

工業用素材等製造販売事業における、提出会社の中田原西工場ディスプレイ材料製造設備の新設につきまして

は、平成20年５月に完成し、稼動を開始しております。

なお、当社グループの製造設備については、各製品はその内容、形態が多種であり、かつ、それぞれの設備が共用可

能であり、増加能力の表示は極めて困難であるため、記載を省略しました。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 130,000,000

計 130,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 34,992,124 34,994,424
東京証券取引所

（市場第一部）
－

計 34,992,124 34,994,424 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成16年６月29日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,314

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 131,400

新株予約権の行使時の払込金額（円） 4,393

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月１日

至　平成21年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　4,393

資本組入額　　　2,197

新株予約権の行使の条件
権利行使時において、当社従業員または当社の関係会社の

取締役もしくは従業員であること。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

②　平成17年６月29日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 371

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 37,100

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1
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第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の行使期間
自　平成17年８月１日

至　平成37年７月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　　1

資本組入額　　　　　1

新株予約権の行使の条件

(1)対象者は当社の取締役を退任したときに限り、新株予約

権を行使することができる。ただし、この場合対象者は退任

した日の翌日（以下「権利行使開始日」という。）から当

該権利行使開始日より10日を経過する日までの間に限り、

新株予約権を行使できる。

(2)対象者が死亡した場合、対象者の相続人のうち、対象者の

配偶者、子、１親等の直系尊属に限り新株予約権を行使する

ことができる。ただし、相続人は対象者が死亡退任した日の

翌日から３ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権

を行使できる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）　第56回定時株主総会（平成16年６月29日）で退職慰労金の打ち切り支給が承認された当社取締役に対し、金銭の

支給に代えて付与したものであります。
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③　平成17年６月29日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,435

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 143,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,637

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月１日

至　平成22年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　2,637

資本組入額　　　1,319

新株予約権の行使の条件
権利行使時において、当社従業員または当社関係会社の取

締役もしくは従業員であること。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成18年６月29日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,839

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 183,900

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,810

新株予約権の行使期間
自　平成20年７月１日

至　平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　2,243

資本組入額　　　1,122

新株予約権の行使の条件
権利行使時において、当社従業員または当社子会社の取締

役もしくは従業員であること。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

②　平成19年６月28日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個） 2,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 200,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,187
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第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の行使期間
自　平成21年７月１日

至　平成24年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　1,480

資本組入額　　　　740

新株予約権の行使の条件
権利行使時において、当社の役員もしくは従業員または当

社子会社の取締役もしくは従業員であること。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要する。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合または

当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしく

は株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、存

続会社または当社の完全親会社が新株予約権に付与義務を

承認するときを除き、当社は本新株予約権を無償で取得す

ることができるものとする。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年６月27日

（注）１
△1,557,505 34,992,124 － 7,117,253 － 6,229,282

（注）１．自己株式の消却による減少であります。

２．平成20年７月１日から平成20年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が2,300株、資本

金2千円増加しております。

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

　 平成20年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  1,557,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 34,838,700 348,387 －

単元未満株式 普通株式    153,429 － －

発行済株式総数 36,549,629 － －

総株主の議決権 － 348,387 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。また「議決権

の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個含まれております。

②【自己株式等】

　 平成20年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社有沢製作所
新潟県上越市南本町１

丁目５番５号
1,557,500 － 1,557,500 4.26

計 － 1,557,500 － 1,557,500 4.26

（注）　平成20年５月23日開催の取締役会決議により、平成20年６月27日付で自己株式の消却が行われ発行済株式総数

が1,557,505株減少しております。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月

最高（円） 817 755 758

最低（円） 730 680 673

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けて

おります。

なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から名

称変更しております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係
る要約連結貸借対照表
（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,514,165 5,871,007

受取手形及び売掛金 9,024,158 10,228,577

商品 121,837 112,068

製品 232,724 222,183

半製品 3,373,290 3,022,017

原材料 1,862,846 2,085,035

仕掛品 1,567,473 1,594,233

その他 1,361,248 1,318,285

貸倒引当金 △77,413 △68,900

流動資産合計 22,980,332 24,384,509

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 7,400,612

※1
 7,537,094

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 5,579,636

※1
 5,813,344

その他（純額） ※1
 4,948,911

※1
 2,710,876

有形固定資産合計 17,929,161 16,061,314

無形固定資産

のれん 83,054 87,940

その他 110,921 119,842

無形固定資産合計 193,975 207,782

投資その他の資産

投資有価証券 13,823,130 13,947,008

その他 1,133,857 910,185

貸倒引当金 △367,326 △262,489

投資その他の資産合計 14,589,661 14,594,705

固定資産合計 32,712,797 30,863,802

資産合計 55,693,130 55,248,312
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係
る要約連結貸借対照表
（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,378,491 8,815,516

短期借入金 ※3
 349,000

※3
 390,000

未払法人税等 157,855 135,216

賞与引当金 813,196 572,749

役員賞与引当金 1,887 8,549

その他 4,247,207 2,317,687

流動負債合計 12,947,638 12,239,718

固定負債

退職給付引当金 27,908 27,773

その他 125,236 133,795

固定負債合計 153,145 161,569

負債合計 13,100,783 12,401,288

純資産の部

株主資本

資本金 7,117,253 7,117,253

資本剰余金 6,229,282 6,229,282

利益剰余金 28,707,960 32,126,042

自己株式 △189 △3,211,749

株主資本合計 42,054,307 42,260,829

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 513,424 434,965

為替換算調整勘定 △83,039 61,604

評価・換算差額等合計 430,384 496,569

新株予約権 107,655 89,625

純資産合計 42,592,347 42,847,024

負債純資産合計 55,693,130 55,248,312
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

売上高 8,730,037

売上原価 7,516,863

売上総利益 1,213,173

販売費及び一般管理費 ※1
 910,740

営業利益 302,433

営業外収益

受取利息 5,085

受取配当金 17,509

持分法による投資利益 122,238

為替差益 59,786

受取技術料 53,100

その他 36,645

営業外収益合計 294,364

営業外費用

支払利息 1,313

支払補償費 44,015

貸倒引当金繰入額 23,787

その他 28,617

営業外費用合計 97,733

経常利益 499,064

特別利益

固定資産売却益 383

投資有価証券売却益 84,054

その他 4,482

特別利益合計 88,921

特別損失

固定資産売却損 486

投資有価証券評価損 14,856

その他 6,445

特別損失合計 21,787

税金等調整前四半期純利益 566,198

法人税等 ※2
 142,672

四半期純利益 423,525
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 566,198

減価償却費 558,955

のれん償却額 4,885

株式報酬費用 18,029

貸倒引当金の増減額（△は減少） 113,350

賞与引当金の増減額（△は減少） 240,447

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,662

受取利息及び受取配当金 △22,594

支払利息 1,313

為替差損益（△は益） △65,815

持分法による投資損益（△は益） △122,238

持分変動損益（△は益） △4,476

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △84,054

投資有価証券評価損益（△は益） 19,927

売上債権の増減額（△は増加） 1,027,606

たな卸資産の増減額（△は増加） △122,399

仕入債務の増減額（△は減少） △1,437,024

未払消費税等の増減額（△は減少） 82,002

その他の資産の増減額（△は増加） 210

その他の負債の増減額（△は減少） 134,688

その他 470

小計 902,821

利息及び配当金の受取額 219,518

利息の支払額 △700

法人税等の支払額 △124,029

営業活動によるキャッシュ・フロー 997,609

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △764,284

有形固定資産の売却による収入 2,522

投資有価証券の取得による支出 △667

投資有価証券の売却による収入 1,536

貸付けによる支出 △86,892

その他 72

投資活動によるキャッシュ・フロー △827,713
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △41,000

配当金の支払額 △503,786

その他 △365

財務活動によるキャッシュ・フロー △545,152

現金及び現金同等物に係る換算差額 38,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △336,841

現金及び現金同等物の期首残高 4,856,007

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,519,165
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取

引については、従来、賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19

年３月30日改正））及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会　会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成

20年４月１日以後開始する連結会計年度

に係る四半期連結財務諸表から適用する

ことができることになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。

なお、リース取引開始日が平成20年４

月１日前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、引き続き通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

を適用しております。

この結果、従来の方法によった場合に

比べて、営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益に与える影響はありま

せん。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期連結

会計期間を含む連結会計年度の税引前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税

率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じて計算しており

ます。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含め

て表示しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、26,298,912千円で

あります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、25,911,354千円で

あります。

２　保証債務 ２　保証債務

(1) 事業譲渡に伴う預かり預託金の保証債務 (1) 事業譲渡に伴う預かり預託金の保証債務

SURFCO HAWAII,INC. 18,623千円 SURFCO HAWAII,INC.     17,533千円

(2) 　　　　　　────── (2) 連結子会社以外の会社の取引先からの仕入債務に対

する保証債務

 有沢電子（大連）有限公司     31,581千円

※３　提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当第１四半期連結会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

※３　提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行５行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額 5,450,000千円

借入実行残高 190,000

差引額 5,260,000

当座貸越極度額 5,450,000千円

借入実行残高 190,000

差引額 5,260,000

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

運賃及び荷造費 170,790千円

給与手当及び賞与

賞与引当金繰入額

役員賞与引当金繰入額

退職給付引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

185,927

48,434

1,887

7,765

92,893

※２　当第１四半期連結会計期間における税金費用につい

ては、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理を

適用しているため、法人税等調整額は「法人税等」に

含めて表示しております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在）

現金及び預金 5,514,165千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△995,000

現金及び現金同等物 4,519,165

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　　34,992,124株　

（注）発行済株式数は、平成20年５月23日開催の取締役会決議により、平成20年６月27日付で自己株式の消却が

行われ発行済株式数が1,557,505株減少し、自己株式が3,211,749千円減少しております。

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　　　       254株　

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　親会社　　107,655千円

（注）新株予約権を行使することができる期間の初日が到来しているものはありません。

４．配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 629,858 18.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

工業用素材等製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金

額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）　

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,746,043 27,452 7,063 2,780,559

Ⅱ　連結売上高（千円）    8,730,037

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
31.5 0.3 0.1 31.9

　（注）１．地域は、地理的接近度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は下記のとおりであります。

アジア地域　　　韓国、中国、台湾、マレーシア等

北米地域　　　　米国、カナダ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域に対する売上高（間接輸出を含む）でありま

す。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

ストック・オプションに係る当第１四半期連結累計期間における費用計上額及び科目名

売上原価、販売費及び一般管理費の株式報酬費用　　　18,029千円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,214.13円 １株当たり純資産額 1,221.91円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 12.10円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
12.09円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（千円） 423,525

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 423,525

期中平均株式数（株） 34,991,982

　  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 37,049

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

　－

（重要な後発事象）

該当事項はありません。　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社有沢製作所(E01152)

四半期報告書

24/25



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月11日

株式会社有沢製作所

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 田辺　進二　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 野本　直樹　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社有沢製作所

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社有沢製作所及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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